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１． はじめに 
 

１－１． 背景と目的 

我が国の総人口は、今後加速度的に減少すると想定される。国立社会保障・人口問題研究所に

よれば、このまま人口が減少すると、平成 72（2060）年には日本の総人口が 8,674 万人まで

減ることが予測されている。この人口減少は消費・経済力の低下を招き、日本の経済社会に大き

な影響を与えると考えられる。そこで、国は平成 26（2014）年 12 月 27 日に閣議決定された

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」において、平成 72（2060）年に 1 億人程度の人口

を確保する長期ビジョンを掲げた上で、全国の地方自治体に対しては、人口に関する課題の抽出

と将来展望を「人口ビジョン」として示し、そこから人口ビジョンから導き出した課題への具体

的な対策と目標を「総合戦略」として策定することを求めた。 

本市においては、現在も人口増加が進んでおり当分の間はその傾向が続くと予測されている一

方で、長期的には人口減少に転じ、少子高齢化が進むと想定され、対策が求められる。2 章及び

3 章では、このような本市の人口に関する課題及び将来の方向性についてまとめ、朝霞市人口ビ

ジョンと位置付け、広く市民の認識の共有を図るものとする。4 章では、人口ビジョン等から抽

出された課題に対し、将来に備えるために求められる取組と基本目標を掲げて、「朝霞市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略（以後、朝霞市総合戦略、とする）」を定めることとする。 

 

１－２． 対象期間 

朝霞市人口ビジョンは、国の長期ビジョンの期間同様、平成 72（2060）年までの 45 年間を

対象期間として設定する。 

朝霞市総合戦略は、「朝霞市人口ビジョン」を踏まえ、平成 31（2019）年度までの５年間を

対象期間として設定する。 

 

 

図 1：対象期間 
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１－３． 第５次朝霞市総合計画に対する位置付け 

本市では、「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」を将来像に掲げ、その実現に向けて計画的な

行政運営を行うことを目的として、「第５次朝霞市総合計画」の策定を進めている。第５次朝霞市

総合計画は、将来の行政需要やまちづくりの方向性等を総合的かつ体系的にまとめた本市の最上

位計画であり、平成 27（2015）年度末までに策定する予定である。計画の対象となる期間を

平成 28（2016）年度から平成 37（2025）年度までの 10 年間としている。 

第５次朝霞市総合計画が施策を網羅している一方で、朝霞市総合戦略は本市の将来人口の減少

に歯止めをかけるために導き出された課題に対応する重点的な施策をまとめるものである。また、

行政主導で策定するだけではなく、産・官・学・金・労・言（産業界・行政機関・教育機関・金

融機関・労働団体・メディア）の関係者が関わり、多方面からの意見が広く反映されるようにし

て、戦略の策定と推進に取り組むものである。 

 

１－４． ＰＤＣＡサイクル 

朝霞市総合戦略においては、各基本目標に設定した数値目標及び重要業績評価指標（KPI: Key 

Performance Indicators）により、実施した施策・事業の効果検証を行う。総合戦略の期間の

最終年度である平成 31（2019）年度末時点における到達状況は各基本目標に設定した数値目

標により検証し、計画期間中の各年度末における施策の進捗は KPI により検証するものとする。

KPI とは、目標に向かって施策・事業を展開するにあたって、目標の達成度合いを測るための指

標のことであり、現況を指し示す様々な指標の中から、進捗の定量的な表現に最適のものを選択

している。また、効果検証に当たっては、その妥当性と客観性を担保するため、朝霞市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略審議会の下での評価を進める。 
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２． 人口ビジョンⅠ（人口動向分析） 
 

２－１． 人口の推移 

本市の人口動態は、高度経済成長期から急激な人口増加となっており、昭和 42（1967）年

の市制施行以降も、広域交通の利便性を向上させながらベッドタウンとして発展し、今日まで増

加傾向を維持している。 

 

 

出典：総務省「国勢調査」  注）各年 10 月 1 日時点の集計値、年齢不詳人口を含む 

図 2：朝霞市の総人口の推移 
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２－２． 年齢３区分別人口の推移 

本市の生産年齢人口（15～64 歳）は、平成 17（2005）年を除いて、総人口同様に増加傾

向を維持している。年少人口（15 歳未満）は、平成 7（1995）年まで減少を続けていたが、

平成 12（2000）年に増加に転じた。ただし、その後の伸びは頭打ちとなっている。高齢者人

口（65 歳以上）は、年々増加を続け、平成 22（2010）年を境に年少人口の数を上回った。 

 

出典：総務省「国勢調査」 

注）各年 10 月 1 日時点の集計値、年齢 3 区分人口は年齢不詳人口を含まないため総人口には一致しない 

図 3：年齢３区分別人口の推移 

 

本市においては、全国に比べて少子化も高齢化も、その進行は緩やかなものとなっている。し

かし、平成 22（2010）年には高齢者人口（65 歳以上）の割合が、年少人口（15 歳未満）の

割合を上回っており、人口構造は変化しつつある。 

 
出典：総務省「国勢調査」  注）各年 10 月 1 日時点の集計値年齢不詳人口を除く 

図 4：年齢３区分別人口割合の推移 
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２－３． 出生・死亡、転入・転出の状況 

人口が増減する要素を整理すると、出生数と死亡数の差引である「自然増減」と、転入数と転

出数の差引である「社会増減」の、二つの要素に分けることができる。 

「自然増減」の状況については、本市では、出生数が死亡数を上回る「自然増」の状況が続い

ている。しかし、平成 17（2005）年頃までは 1,500 人前後で推移していた出生数は、近年で

は 1,400 人前後で推移している。一方、死亡数は緩やかに増加を続けており、死亡数と出生数の

差が縮まってきている。 

「社会増減」の状況については、平成 17（2005）年から平成 18（2006）年までの 2 年間

を除いて、転入数が転出数を上回る「社会増」の状況を維持している。ただし、転入数と転出数

の差は縮まってきており、近年では、転入数、転出数は均衡している。 

 

 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

注）2013 年は登録制度変更により外国人住民を含む数値、各年 3 月 31 日時点の集計値 

“Ｈ25（2013）”は平成 24（2012）年 4 月 1 日から平成 25（2013）年 3 月 31 日までの集計 

図 5：出生・死亡、転入・転出の状況 
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２－４． 総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

ここでは、本市の総人口推移の変化において、「自然増減」と「社会増減」が、それぞれどのよ

うに影響を与えてきたかを見ていく。下図を見ると、人口増減が徐々にマイナスへ近づいている

ことがわかる。 

 

 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

注）2013 年は登録制度変更により外国人住民を含む数値、各年 3 月 31 日時点の集計値 

“Ｈ25（2013）”は平成 24（2012）年 4 月 1 日から平成 25（2013）年 3 月 31 日までの集計 

図 6：自然増減と社会増減による総人口の推移 
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下図は、グラフの縦軸に「自然増減（出生数－死亡数）」、横軸に「社会増減（転入数－転出数）」

をとり、これまでの時間を追いながら、各年での影響の状況を示したものである。右上にあるほ

ど「自然増」かつ「社会増」で人口増加が大きいことを表している。一方、グレーの色がかかっ

た部分に入ると人口減少となる。 

  

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

注）2013 年は登録制度変更により外国人住民を含む数値、各年 3 月 31 日時点の集計値 

“Ｈ25（2013）”は平成 24（2012）年 4 月 1 日から平成 25（2013）年 3 月 31 日までの集計 

図 7：総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 
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２－５． 自然増減にかかる状況 

 

ａ．合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率とは、「一人の女性が一生の間に出産する子どもの数」を示す指標である。本市

の合計特殊出生率は、1.3～1.5 で推移しており、埼玉県を上回り、全国平均に近い値となってい

る。本市の合計特殊出生率は単年毎の変動が大きい。過去 5 年の区間で移動平均を算出し、近年

の傾向を見ると、本市の合計特殊出生率は 1.4 を上回るとともに、上昇傾向にあることが確認で

きる。 

 

出典：埼玉県保健医療政策課資料 

図 8：合計特殊出生率の推移 

 

ｂ．近年の自然増減に関する県内ランキング 

平成 25（2013）年の埼玉県内の市町村における自然増減をみると、本市は第 3 位となって

おり、県内でも自然増が多い自治体であるといえる。 

 

 
出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで（日本人住民） 

図 9：自然増減数ランキング 
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２－６． 社会増減にかかる状況 

 

ａ．性別年齢階級別の純移動数 

平成 17（2005）から平成 22（2010）年における純移動数を見ると、「10～14 歳→15

～19 歳」及び「15～19 歳→20～24 歳」の年齢階級は、男性、女性のいずれも大幅に転入超

過となっており、高等教育機関への進学や新卒時に就職するタイミングで本市に入ってきている

と考えられる。一方、「0～4 歳→5～9 歳」及び「5～9 歳→10～14 歳」の年齢階級は、男性、

女性いずれも転出しており、子育て世帯の転出により子どもたちが出て行っていると考えられる。 

20 歳以降の動きは性別によって大きく異なっている。「20～24 歳→25～29 歳」からの年齢

階級は、男性が転出超過、女性が転入超過となっている。また、男性は「20～24 歳→25～29

歳」からのほとんどの年齢階級で転出超過となっている一方、女性は「30～34 歳→35～39 歳」

及び「35～39 歳→40～44 歳」の年齢階級で転入と転出が均衡している以外は、転入超過とな

っている。なお、「30～34 歳→35～39 歳」及び「35～39 歳→40～44 歳」の年齢階級のみ

転入と転出が均衡する背景には、14 歳以下の子どもが転出超過となっていることを考えると、

子育て期にあたる世代の女性が転出していることが推察される。 

 

 
出典：総務省「国勢調査」  注）各年 10 月１日時点の集計値 

図 10：近年の年齢階級別人口移動の推移（2005→2010 年） 
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ｂ．性別年齢階級別の純移動数の長期的動向 

(1) 男性 

本市の男性の年齢階級別の純移動数の長期的動向を見ると、転入・転出のタイミングは、「10

～14 歳→15～19 歳」及び「15～19 歳→20～24 歳」の年齢階級が転入超過となっており、

「０～４歳→５～９歳」「５～９歳→10～14 歳」「30～34 歳→35～39 歳」及び「35～39

歳→40～44 歳」が過去全ての年において転出超過となっている。女性と比較すると、男性は、

転入超過と転出超過それぞれのピークが女性より高く、転入あるいは転出する人数が多い傾向と

なっている。ただし、近年では、男性においても、転入のピークが小さくなっている。 

 

 

出典：総務省「国勢調査」  注）各年 10 月１日時点の集計値 

図 11：年齢階級別人口移動の推移（男性） 

 

  

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

0
～

4
歳
→

5
～

9
歳

5
～

9
歳
→

1
0
～

1
4
歳

1
0
～

1
4
歳
→

1
5
～

1
9
歳

1
5
～

1
9
歳
→

2
0
～

2
4
歳

2
0
～

2
4
歳
→

2
5
～

2
9
歳

2
5
～

2
9
歳
→

3
0
～

3
4
歳

3
0
～

3
4
歳
→

3
5
～

3
9
歳

3
5
～

3
9
歳
→

4
0
～

4
4
歳

4
0
～

4
4
歳
→

4
5
～

4
9
歳

4
5
～

4
9
歳
→

5
0
～

5
4
歳

5
0
～

5
4
歳
→

5
5
～

5
9
歳

5
5
～

5
9
歳
→

6
0
～

6
4
歳

6
0
～

6
4
歳
→

6
5
～

6
9
歳

6
5
～

6
9
歳
→

7
0
～

7
4
歳

7
0
～

7
4
歳
→

7
5
～

7
9
歳

7
5
～

7
9
歳
→

8
0
～

8
4
歳

8
0
～

8
4
歳
→

8
5
～

8
9
歳

8
5
～

8
9
歳
→

9
0
歳
～

純
移
動
数
（
人
）

1980年→1985年

1985年→1990年

1990年→1995年

1995年→2000年

2000年→2005年

2005年→2010年



11 

(2) 女性 

本市の女性の年齢階級別の純移動数の長期的動向を見ると、転入・転出のタイミングは、「10

～14 歳→15～19 歳」「15～19 歳→20～24 歳」及び「20～24 歳→25～29 歳」の年齢階

級が転入超過となっており、「０～４歳→５～９歳」「５～９歳→10～14 歳」「30～34 歳→35

～39 歳」及び「35～39 歳→40～44 歳」が過去一部の年を除き転出超過となっている。男性

と比較すると、女性は転入超過と転出超過それぞれのピークが男性より低く、転入あるいは転出

する人数が少ない傾向となっている。また、特に近年では、どの年齢階級も転出が減少するとと

もに、転入が増えており、全体として、女性は社会増の傾向となっている。 

 

 

出典：総務省「国勢調査」  注）各年 10 月１日時点の集計値 

図 12：年齢階級別人口移動の推移（女性） 
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ｃ．近年の転入・転出の状況 

(1) 転入・転出状況の概要 

本市の平成 25（2013）年の転入・転出の中心は、埼玉県内で生じており、内訳を見ると埼

玉県・南西部地域間では転入超過、埼玉県・その他地域間で転出超過となっている。埼玉県外の

東京都・特別区部、東京都・市郡部、その他の道府県にはいずれも転入超過となっている。 

この結果から、本市においては、埼玉県外、特に東京都・特別区部から転入があり、埼玉県内

の移動で他地域に転出するという構図が見える。 

 

表 1：近年の転入・転出の状況 

 

分類 分類内訳 転入数（人） 転出数（人） 純移動数（人） 

埼玉県・南西部地域 
新座市、志木市、富士見市、和光

市、ふじみ野市、三芳町 
1,714 1,708 6 

埼玉県・その他地域 （上記以外の埼玉県内地域） 1,347 1,421 -74 

東京都・特別区部  1,643 1,492 151 

東京都・市郡部  455 427 28 

その他  2,780 2,412 368 

合計 7,939 7,460 479 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで（日本人住民） 

 

 

 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで（日本人住民） 

図 13：近年の転入・転出の状況 
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(2) 社会増減に関する県内ランキング 

平成 25（2013）年の埼玉県の市における社会増減を見ると、本市は第 13 位となっており、

県内でも社会増が多い自治体であるといえる。 

 

 
出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで（日本人住民） 

図 14：社会増減数ランキング 

 

(3) 男女別・地域別に見た転入・転出の状況 

平成 25（2013）年の男女別・地域別に転入・転出の状況を見ると、転入数・転出数ともに

男性が女性より多い。一方で、転入数から転出数を差し引いた転入超過数で比較すると、女性が

男性を上回り、女性の純移動が大きなプラスで全体を牽引していることが確認できる。女性の転

入は男性よりも少ないにもかかわらず、女性の純移動で見ると男性を上回る状況は、女性は男性

よりも転出が少なく、本市に残留する傾向にあることを示している。 

 

 

出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで（日本人住民） 

図 15：男女別・地域別の転入数の状況 
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出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで（日本人住民） 

図 16：男女別・地域別の転出数の状況 

 

 

 

出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで（日本人住民） 

図 17：男女別・地域別の転入－転出の差の状況 

 

また、「埼玉県・その他地域」に対しては、男性・女性とも転出超過となっている。「その他」

地域からは、男性・女性とも転入超過となっているが、その内訳に女性が占める割合が大きい。 
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(4) 年齢階級別に見た転入・転出の状況 

年齢階級別に、転入・転出の状況を見ると、特に 20～39 歳の年齢階級で転入・転出とも人数

が多くなっている。また、０～４歳の転入・転出も多く、出産が転居の要因の一つとなっている

ことがうかがえる。 

年齢階級別の転入・転出を地域別で見ると、15～29 歳では、主に、その他地域から転入超過

となっている。 

 
出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

図 18：年齢階級別に見た転入の状況 

 

 
出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

図 19：年齢階級別に見た転出の状況 
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出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

図 20：年齢階級別に見た転入―転出の差の状況 

 

２－７． 世帯の状況 

平成 12 年から平成 22 年までの 10 年間で、一般世帯総数は 1 割強増加する一方、１世帯当

たり人員は減少傾向となっている。同期間に、高齢者を含む３世代世帯は１割強減少、高齢者夫

婦世帯は約１．８倍、高齢単身世帯は約２倍に増加している。 

 

表 2：世帯の推移 

 
平成 12（2000）年 平成 17（2005）年 平成 22（2010）年 

平成 12（2000）年

を 100とした指数 

総人口（人） 119,712 124,393 129,691 108.3  

一般世帯総数（世帯） 49,745 52,253 56,732 114.0  

１世帯当たり人員（人） 2.40  2.38  2.28  95.0  

高齢者を含む 

３世代世帯（世帯） 
1,617/3.3% 1,513/2.9% 1,395/2.5% 86.3  

高齢夫婦世帯（世帯） 2,307/4.6% 3,325/6.4% 4,040/7.1% 
175.1 

●146.2 

高齢単身世帯（世帯） 2,076/4.2% 2,902/5.6% 4,168/7.3% 
200.8 

●165.5 

出典：総務省「国勢調査」 

注）各年 10 月 1 日時点の集計値、数値右（％）は、一般世帯総数に対する割合、下段●は全国平均 
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２－８． 雇用や就業に関する状況 

 

ａ．事業所数と従業員数 

(1) 事業所数 

平成 26（2014）年の経済センサス調査結果によると、本市の民営事業所数は、3,918 箇所

となっており、県内の市においては 19 番目の位置付けとなっている。 

 

  
出典：総務省統計局「経済センサス 2014 年」  注）埼玉県 40 市中 1 位から 25 位まで 

図 21：埼玉県内の事業所数ランキング 

 

(2) 従業員数 

平成 26（2014）年の経済センサス調査結果によると、本市の民営事業所従業員数は、40,003

人となっており、県内の市においては 19 番目の位置付けとなっている。 

 

 
出典：総務省統計局「経済センサス 2014 年」  注）埼玉県 40 市中 1 位から 25 位まで 

図 22：埼玉県内の従業員数ランキング  
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(3) 事業所数と従業員数の変化 

平成 26（2014）年の経済センサス調査結果によると、本市の民営事業所数（公務を除く）

は、3,918 箇所、民営事業所従業員数は 40,003 人であったが、平成 21（2009）年から平成

26（2014）年までの 5 年間で事業所数、従業員数ともに減少した。特に、本市の事業所数は

5.4％減と、減少している。また、事業所数の減少率 5.4%減は従業員数の減少率 3.7%減を上回

っていることから、従業員規模の小さな事業所がとりわけて多く減っていることが推察される。 

 

表 3：事業所数・従業員数（公務を除く）、の増減率、と県に占める割合 

項 目 
朝霞市 

埼玉県 
  

埼玉県に 
占める割合 

民営事業所数（箇所） 3,918 1.5% 261,178 

平成 21→26 年増減率（%） -5.4%   -5.0% 

民営事業所従業員数（人） 40,003 1.5% 2,616,779 

平成 21→26 年増減率（%） -3.7%   0.9% 

 

出典：総務省統計局「経済センサス 2009 年、2014 年」 

 

(4) 商店数の変化 

平成 24（2012）年の商業統計調査の結果によると、本市の従業員数規模別商店数は、従業

員数 10～19 人程度のチェーン店等に相当する商店は増加・横ばいの傾向にあるものの、従業員

数 10 人未満の小規模な商店は減少傾向にある。 

 

 
出典：総務省統計局「商業統計調査」  注）各年 6 月１日時点の集計値 

図 23：従業員数規模別商店数 
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ｂ．産業人口の状況 

平成 22（2010）年の国勢調査の結果によると、市内において就業者の多い産業は、男性は

製造業、学術研究・専門・技術サービス業、建設業、卸売・小売業で、女性は卸売業・小売業、

医療・福祉となっている。産業別特化係数は、産業別の就業者比率を全国平均と比較したもので

ある。全国平均と比較すると、本市の男性については、学術研究・専門・技術サービス業及び公

務が、女性については運輸業・郵便業及び公務が、高い値を示している。なお、本集計結果は、

朝霞市を就業先とする就業者を対象として集計した結果である。 

 

 
出典：総務省「国勢調査 2010 年」 

図 24：男女別・産業別就業者数（朝霞市） 

 

 

出典：総務省「国勢調査 2010 年」 

図 25：男女別・産業別就業者数（全国） 
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ｃ．就労就業の状況 

平成 22（2010）年の国勢調査結果によると、本市の年齢階層階級別就業率は、男性、女性

とも全国、埼玉県とほぼ同等の傾向となっている。女性の年齢階層階級別就業率は全国と比較し

て、いわゆる「Ｍ」字の谷が深く、子育て期にあたる 30～39 歳率が特に低くなっている。 

 

 
出典：総務省「国勢調査 2010 年」  注）就業率：15 歳以上人口に占める就業者人口の割合 

図 26：年齢階層階級別就業率 

 

ｄ．地域の産業の付加価値規模 

平成 24（2012）年の経済センサス調査結果によると、付加価値構成比では、製造業が 50.3％

で半数を占めている。次いで卸売業・小売業が 9.1％、不動産業・物品賃貸業が 7.9％、医療・

福祉が 7.0％となっている。 

 

 
 

出典：総務省統計局「経済センサス 2012 年」 

注）付加価値：企業がその年に生み出した利益、付加価値 ＝ 営業利益＋人件費＋原価償却費 

図 27：付加価値構成比  
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ｅ．通勤通学流動の状況 

(1) 通勤の状況 

平成 22（2010）年の国勢調査結果によると、朝霞市民の通勤先として、市内が 28.1％、市

外が 61.0％となっており、過半数は市外に通勤している。また、市外の中でも東京都・特別区へ

の通勤が最も多く、本市は、東京都で働く人のベッドタウンとして機能していることがわかる。 

朝霞市内に通勤してくる人は、朝霞市内からが 38.5％、朝霞市を除く埼玉県内（埼玉県南西部

地域と埼玉県その他地域の合計）からが 35.7％となっており、合わせて 74.2％が埼玉県内在住

者となっている。 

 

 

 

 
出典：総務省「国勢調査 2010 年」 

図 28：通勤の状況 
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(2) 通学の状況 

平成 22（2010）年の国勢調査結果によると、朝霞市民の通学先として、市内が 16.0％、市

外が 68.4％となっており、過半数は市外に通学している。また、市外の中でも東京都・特別区へ

の通学が最も多く、本市は東京都に通学する人のベッドタウンとして機能していることがわかる。 

朝霞市内に通学してくる人は、朝霞市内からが 24.5％、朝霞市を除く埼玉県内（埼玉県南西部

地域と埼玉県その他地域の合計）からが 38.8％となっており、合わせて 63.3％が埼玉県内在住

者となっている。 

 

 

 

 
出典：総務省「国勢調査 2010 年」 

図 29：通学の状況 
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２－９． 本市の人口に関する課題 

これまで分析したように、人口増加が続く本市においても、将来の人口減少、少子高齢化の進

行に備えていく必要がある。生産年齢人口が減少し、高齢者の割合が高い人口構成となることは、

地域経済の縮小や市の財政状況の圧迫につながる。年少人口、生産年齢人口、高齢者人口という、

人口構成のバランスを将来に渡って保ち続けることが本市の課題であり、そのためには、（1）出

生率を高めていくこと、（2）現在転出傾向にある就学前の子育て世帯の定住を促進すること、（3）

これから結婚・出産を迎える若い世代の転入を維持し、定住を促進すること、が重要である。 

 

（1）出生率を高めていく 

本市の合計特殊出生率は近年 1.4 程度で推移しており、埼玉県を上回る値ではあるが、突出

して高い値ではなく、全国平均に近い値である（参照：8 ページ図 8）。また出生数については、

平成 17（2005）年頃まで 1,500 人前後で推移していたが、近年では 1,400 人前後へとゆ

るやかに減少している（参照：5 ページ図 5“Ｈ25（2013）”は平成 24（2012）年 4 月 1

日から平成 25（2013）年 3 月 31 日までの集計図 5）。 

出生数の減少は、将来の生産年齢人口の減少を招き、地域経済や市の財政状況の厳しさが増す

ことが懸念される。出生数を増やすため取組の一つとして、出生率を高めることが考えられる。 

 

（2）現在転出傾向にある就学前の子育て世帯の定住を促進する 

「0～4 歳→5～9 歳」及び「5～9 歳→10～14 歳」の年齢階級は、男性、女性いずれも転

出しており、その親世代である「30～34 歳→35～39 歳」及び「35～39 歳→40～44 歳」

についても、男性は転出超過、女性も転入幅が大きく下がることから、子育て世帯が転出してい

ると推察される（参照：9 ページ図 10）。 

子育て世帯の転出は、高齢者を支える生産年齢人口の減少に直結する。人口構造のバランスを

保つことや、出生数の向上においても、子育て世代の定住を促進することが重要である。 

 

（3）これから結婚・出産を迎える若い世代の転入を維持し、定住を促進する 

社会増減を見ると、「10～14 歳→15～19 歳」及び「15～19 歳→20～24 歳」の年齢階

級は、男性、女性のいずれも大幅に転入超過となっており、高等教育機関・大学への進学や新卒

時に就職するタイミングで本市に入ってきていると推察される（参照：9 ページ図 10）。これ

から結婚・出産を迎える若い世代が多く本市へ転入することが、本市の出生数の増加を支えてき

たと考えられる。一方で、本市への転入者数は年々減少する傾向にある（参照：5 ページ図 5

“Ｈ25（2013）”は平成 24（2012）年 4 月 1 日から平成 25（2013）年 3 月 31 日ま

での集計図 5）。今後は全国において定住促進に係る取組が推進され、日本全体として転入・転

出の動きが少なくなると見込まれることから、本市への転入者数は更に減少することが想定され

る。 

15～24 歳の若い世代の転入超過が減少することは、生産年齢人口が減少し、人口構成の中

で高齢者の割合が高くなるだけでなく、出生数の減少にもつながる。15～24 歳の若い世代の

転入超過を維持し続けるとともに、定住を促進することが朝霞市の将来にとって重要である。  
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３． 人口ビジョンⅡ（将来人口の見通し） 
本市の人口は今後もしばらくは緩やかに増加を続け、平成 32（2020）年前後にピークを迎

える。その後、人口は減少が始まり、社会構造の大きな変化が始まると予想される。ここでは、

人口問題において重要となる長期的な見通しについて述べる。 

 

３－１． 人口問題に対する施策に特別取り組まなかった場合の将来人口の推計 

今後は年齢 3 区分別人口の構造が大きく変化する。平成 22（2010）年の国勢調査結果を基

とした国立社会保障・人口問題研究所（以後、社人研）による推計では、今後本市では生産年齢

人口（15～64 歳）の急激な減少や高齢化の加速が見込まれる。 

平成 52（2040）年の生産年齢人口は、ピーク時の平成 22（2010）年の 8.82 万人から

7.36 万人へと 1.46 万人減少し、生産年齢人口の総人口に占める割合は 69.1%から 57.3%へ

と減少する。 

また、平成 22（2010）年から平成 52（2040）年にかけて、本市の高齢者人口（65 歳以

上）は 2.13 万人から 4.01 万人へと 1.88 万人増加し、高齢化率は 16.7％から 31.3%にまで

上昇することが見込まれる。 

 

 

65 歳以上 10.5% 13.8% 16.7% 19.9% 21.5% 22.5% 24.8% 27.9% 31.3% 

15～64 歳 74.3% 70.9% 69.1% 66.6% 65.4% 65.1% 63.6% 60.7% 57.3% 

15 歳未満 15.1% 15.3% 14.2% 13.6% 13.0% 12.4% 11.7% 11.4% 11.4% 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

注）H22（2010）年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、総人口から年齢不詳は除いている 

H27（2015）年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータに基づく推計値 

図 30：将来人口の見通し 
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３－２． 総合戦略に取り組んだ場合の将来人口の展望 

本市の総人口は、今後も一定の期間は緩やかに増加し、その後減少する局面が訪れると見込ま

れている。人口のピークと人口減少のペースは、転入・転出による「社会移動」と「合計特殊出

生率」の２点をどのように想定するかによって大きく変動する。社会移動と合計特殊出生率の組

み合わせをいくつか設定して、将来の人口の見通しを以下に示す。なお、いずれも平成 27（2015）

年1月1日までの住民基本台帳人口及び外国人登録人口の増減数を加減したデータを用いて推計

を行っている。 

 

図 31：将来人口推計 

 

本市では、既に、市の最上位計画である第５次朝霞市総合計画において、平成 25（2013）

年1月1日までの住民基本台帳人口及び外国人登録人口の増減数を加減した実測値を用いた平成

42（2030）年までの将来人口推計を示している。今回新たに平成 27（2015）年 1 月 1 日ま

での 2 年分の最新の実測値を追加し、第５次朝霞市総合計画の策定時点における推計モデルと同

じモデルを用いて、仮に平成 72（2060）年までを試算した場合、13.7 万人の総人口が見込ま

れる（図 31 の「総合計画」）。 

一方、第５次朝霞市総合計画策定の時点では想定がなかった地方創生の総合戦略が今後全国的

に展開されることから、第５次朝霞市総合計画における想定よりも社会移動が減少し、本市の人

口増を支えている転入者が少なくなることが見込まれる。仮に今後社会移動が減少し、平成 42

（2030）年までに第５次朝霞市総合計画における想定よりも2割下回った場合、平成72（2060）

年で総人口は 13.4 万人を切る（図 31 の「試算①」）。 

そこで、社会移動の減少を食い止め、第５次朝霞市総合計画において想定した通りに近年の社
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会移動の推移を維持することができたとし、さらに、合計特殊出生率を平成 52（2040）年ま

でに 1.4、1.6、1.8 へと上昇させることができた場合、平成 72（2060）年の総人口はそれぞ

れ 13.8 万人、14.5 万人、15.2 万人に達することが見込まれる（図 31 の「試算②」、「試算③」、

「試算④」）。 

 

表 4：社会移動と合計特殊出生率の条件 

 社会移動 合計特殊出生率 平成 72（2060 年） 

総合計画 
第５次朝霞市総合計画策定時の傾向

で推移することを想定 
1.35～1.4 で推移 13.7 万人 

試算① 
平成 42（2030）年時点で想定の 2 割減

に達し、以後一定 

平成 52（2040）年までに 1.4 に達

し、以後一定 
13.4 万人 

試算② 「総合計画」の条件に同じ 
平成 52（2040）年までに 1.4 に達

し、以後一定 
13.8 万人 

試算③ 「総合計画」の条件に同じ 
平成 52（2040）年までに 1.6 に達

し、以後一定 
14.5 万人 

試算④ 「総合計画」の条件に同じ 
平成 52（2040）年までに 1.8 に達

し、以後一定 
15.2 万人 

 

また、総人口の水準を維持するとともに、将来にわたりバランスのよい人口構造を実現するこ

とが重要である。前述の「試算②」、「試算③」、「試算④」について、人口構成ピラミッドの詳細

変化を図 32、図 33、図 34 にまとめた。合計特殊出生率を 1.6 以上まで上昇させることができ

た場合、平成 72（2060）年における年少人口の各年齢階級の人口を平成 22（2010）年現在

と同程度の数へと維持されることが確認できる。例えば、平成 22（2010）年における男性 0

～4 歳は 3,390 人であるが、仮に合計特殊出生率を 1.6 へと上昇させることができた試算③の

場合、平成 72（2060）年には 3,365 人が見込まれる。 

以上を踏まえ、本市は平成 72（2060）年に総人口 14.5 万人以上を想定し、総合戦略の施策

を展開するものとする。 

 

 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
13.9% 17.8% 15.8% 

15～ 

64 歳 
71.5% 67.4% 69.5% 

15 歳 

未満 
14.6% 14.8% 14.7% 

 

 
出典：住民基本台帳人口・世帯数 

図 32：平成 22（2010）年現在の人口構成ピラミッド  
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試算②【合計特殊出生率 1.4】 

 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
25.7% 29.4% 27.6% 

15～ 

64 歳 
61.2% 58.6% 59.9% 

15 歳 

未満 
13.1% 12.0% 12.5% 

 

 

試算③【合計特殊出生率 1.6】 

 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
25.3% 29.0% 27.1% 

15～ 

64 歳 
60.5% 58.0% 59.2% 

15 歳 

未満 
14.2% 13.0% 13.6% 

 

 

 

試算④【合計特殊出生率 1.8】 

 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
24.8% 28.6% 26.7% 

15～ 

64 歳 
59.9% 57.4% 58.6% 

15 歳 

未満 
15.3% 14.0% 14.7% 

 

 
注）社会移動は第５次朝霞市総合計画策定時の傾向を推移 

図 33：平成 52（2040）年の推計値に基づく人口構成ピラミッド 
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試算②【合計特殊出生率 1.4】 

 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
28.7% 34.7% 31.8% 

15～ 

64 歳 
58.9% 54.3% 56.6% 

15 歳 

未満 
12.4% 10.9% 11.6% 

 

 

試算③【合計特殊出生率 1.6】 

 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
27.3% 33.2% 30.3% 

15～ 

64 歳 
58.6% 54.3% 56.4% 

15 歳 

未満 
14.1% 12.5% 13.3% 

 

 

試算④【合計特殊出生率 1.8】 

 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
25.9% 31.8% 28.9% 

15～ 

64 歳 
58.3% 54.2% 56.2% 

15 歳 

未満 
15.8% 14.0% 14.9% 

 

 

注）社会移動は第５次朝霞市総合計画策定時の傾向を推移 

図 34：平成 72（2060）年の推計値に基づく人口構成ピラミッド  
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４． 基本目標 
朝霞市総合戦略は、上位戦略である国及び県のまち・ひと・しごと創生総合戦略の 4 つの基本

目標に照らし合わせて、朝霞市人口ビジョン等から抽出される課題を、課題 1「しごとに関する

状況」、課題 2「近年の転入・転出の状況」、課題 3「将来の人口動向」、課題 4「超高齢化社会に

対する状況」と 4 つの視点で整理し直すことによって、人口減少と地域経済の縮小を克服するた

めに本市に求められる基本目標を 4 つ導き出している。 

 
図 35：基本目標策定までの流れ 
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若い世代の結婚・出産・子
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時代に合った地域をつく

り、安心な暮らしを守ると
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する 

基本目標１： 

地方における安定した雇用

を創出する 

国の総合戦略 

基本目標２ 
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「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」 

将来像の基本理念【コンセプト】 

・安全・安心なまち 

・つながりのある元気なまち 

・子育てがしやすいまち 

・自然・環境に恵まれたまち 

前期基本計画 

【将来像実現のための具体的な施策】 

・災害対策、防犯、市民生活 

・健康、福祉 

・教育、文化 

・環境、コミュニティ 

・都市基盤、産業振興 
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課題 1．しごとに関する状況 

本市の事業所数及び従業員数がともに減少傾向にある（参照：18 ページ表 3）。従業員数 10

人未満の小規模な商店は減少傾向にあり、商店街では空き店舗も散見される（参照：18 ページ

図 23）。また、子育て期にあたる 30、40 代の女性の就業ニーズは高い（参照：59 ページ参考

4）。一方、就業率（Ｍ字カーブ）は、埼玉県平均を下回っている（参照：20 ページ図 26）。 

地域における産業の活性化、雇用の確保を図るとともに、働きながら生活も充実させたい市民

の希望を叶えることが課題である。 

 

課題 2．近年の転入・転出の状況 

本市は、進学や就職を機に多くの若者が転入している。これから結婚・出産を迎える若い世代

が多く本市へ転入していることが、本市の出生数の増加を支えてきた（参照：9 ページ図 10）

一方で、本市への転入者数は年々減少する傾向にある（参照：5 ページ図 5“Ｈ25（2013）”

は平成 24（2012）年 4 月 1 日から平成 25（2013）年 3 月 31 日までの集計図 5）。また、

男女とも 30 代後半で転出数が増える傾向が見られるほか、10歳未満は転出超過となっており、

子育て世帯が、子どもの就学や住宅取得のタイミングで転出していると推察される（参照：9 ペ

ージ図 10）。 

居住先として本市を選択していただけるようまちの魅力をＰＲするとともに、市民であること

を誇れて、長く住み続けたいと思えるまちづくりが課題である。 

 

課題 3．将来の人口動向 

本市の出生数は横ばいから減少に転じつつある（参照：5 ページ図 5“Ｈ25（2013）”は平

成 24（2012）年 4 月 1 日から平成 25（2013）年 3 月 31 日までの集計図 5）。加えて、子

育て世帯の転出が多い（参照：9 ページ図 10）という現状は、本市で子どもを生み・育てたい

という市民の希望が十分に叶えられていないものと考えられる。 

今後、本市において子どもを生み・育てたいと思えるよう、市民の出産・子育てに対する不安

を解消することが課題である。 

 

課題 4．超高齢化社会に対する状況 

本市の高齢化は着実に進展している（参照：4 ページ図 3、図 4）。豊富な人生経験を有する高

齢者の方々には、コミュニティの中で様々な役割を果たしていただくことが期待される。また、

近所づきあいについて、5 割が「あいさつをする程度」、1 割が「近所づきあいをしていない」結

果となっており、地域コミュニティの希薄化が読み取れる（参照：62 ページ参考 7）。 

増加することが想定される高齢者の健康づくりや地域参加のサポートなど、地域コミュニティ

を活性化することで、人と人がつながり、市民の力が十分に発揮され生きがいを持って暮らし続

けられる地域づくりにつなげることが課題である。 
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以上の課題を踏まえ、朝霞市総合戦略は、以下の体系に示す通り、４つの基本目標を設定する

とともに、各基本目標において２つまたは３つの取組方針を設定している。 

 

 

図 36：総合戦略の体系 

  

基本目標１ 

産業の活性化と働きやすい環境づくり 

（１）市内産業の活性化と雇用創出 

取組方針 

（２）市民の仕事と生活の両立を実現するまちづくり 

基本目標２ 

地域の特色を活かした選ばれるまちづくり 

（１）朝霞市の魅力の再発見と活用による、特色あるまちづくり 

取組方針 

（３）朝霞市の魅力を発信するシティプロモーション 

（２）ふるさと意識の醸成 

基本目標３ 

子どもを生み・育てやすいまちづくり 

（１）妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制の構築 

取組方針 

（３）魅力ある教育の推進 

（２）様々な保育需要に応じた環境づくり 

基本目標４ 

地域の人がつながり、支え合える安全・安心のまちづくり 

（１）人と人がつながり、健康で一人一人が自分の生きがいを持てる地域づくり 

取組方針 

（３）地域防災の連携を図り、災害時に対応できるまちづくり 

（２）様々な人々が相互に支えあうまちづくり 
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４－１． 基本目標１「産業の活性化と働きやすい環境づくり」 

 

■現状と課題 

・平成 21（2009）年から平成 26（2014）年までの 5 年間で、事業者数及び従業員数がとも

に減少している。一方で、埼玉県全体の従業員数については増加している（参照：18 ページ

表 3）。 

・従業員数 10～19 人程度のチェーン店等に相当する商店は増加傾向にあるものの、従業員数

10 人未満の小規模な商店は減少傾向にあり、商店街では空き店舗も散見される（参照：18 ペ

ージ図 23）。 

・子育て期にあたる 30～39 歳の女性の就業率（Ｍ字カーブ）が、埼玉県平均よりも低い値であ

る（参照：20 ページ図 26）。 

・子育て中は子育てを中心に短時間で働きたいというニーズが高い（参照：59 ページ参考 4）。 

・地域における雇用の確保について、推進していく必要がある（参照：17～19 ページ図 21～

図 24 及び 57～61 ページ参考 2～参考 6）。 

 

■目標 

朝霞市の産業の活性化、雇用創出を図り、働きながら生活も充実させたい市民の希望を叶え、

暮らしやすいまちを目指す。 

 

数値目標 現状値 目標値（H31） 備考 

民営事業所従業員数の向上 
40,003 人 

（H26） 
41,000 人 

H21 から H26 にかけて

-3.7%と減少が続く状況

に歯止めをかけ、５年前と

同程度まで向上させる（参

照：18 ページ表 3） 

女性就業率（30～39 歳）の向上 
61.2％ 

（H22） 
64.5% 

H22 の女性就業率の全国

平均 64.5%を達成する

（参照：20 ページ図 26） 
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（１）市内産業の活性化と雇用創出 

既存産業の活性化とともに新たな起業や事業者の誘致を図り、本市における産業振興、雇用

創出を実現する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・市の支援による起業件数（累計） 現状値 56 件（H26） 目標値 157 件（H31） 

・あさか産業フェア参加事業所数 現状値 63 事業所（H26） 目標値 68 事業所（H31） 

・商店街店舗数 現状値 587 店舗（H26） 目標値 592 店舗（H31） 

・中小企業融資実行件数 現状値 51 件（H26） 目標値 56 件（H31） 

・有効求人倍率（ハローワーク朝霞管内） 現状値 0.48（H26） 目標値 1.00（H31） 

 

① 産業の育成と支援 

・事業者が起業、創業に関する支援が受けられるまちを目指す。 

・市民と事業者及び事業者同士の交流が活発に行われ、市の特性を活かした産業を育てる。 

 

主な取組 

○市民と事業者の連携及び交流の促進 

あさか産業フェアや商工会、商店会が実施する地域活性化イベントを支援し、市民と事業者

との連携及び交流を促進する。 

○地域に密着した産業振興の支援 

商工会を始めとした関係経済団体や金融機関等と連携し、地域に密着した産業の振興を支援

する。 

○起業を目指す方の育成と支援体制の充実 

国の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、行政・商工会・金融機関等の関係機関による

支援体制を充実するほか、起業家育成相談や起業家育成支援セミナーの開催等、起業を目指

す方の育成や起業後間もない方の支援をする。 

○新たな産業創出の支援 

ＮＰＯなどの新たな形態の事業や、介護関連サービスをはじめとする地域課題の解決に取り

組むコミュニティビジネスを推進し、市民の経験や能力を活かした新たな産業の創出を支援

する。 
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② 産業の活性化 

・商業、工業に農業を含めた市内の事業者に様々な経営支援サービスを提供し、経営を安定化

させ、市内の産業の活性化を図る。 

 

主な取組 

○商店街の活性化の支援 

商店街を地域コミュニティの核と位置付け、商店街の賑わいを創出、維持していくことによ

り、商店街の活性化を支援する。 

○既存工業の活性化の支援 

市内の工業経営を支援するため、中小企業融資制度の利用促進のほか、行政・商工会・金融

機関等が連携した経営支援サービスを検討する。 

○相談機能充実・人材育成と組織強化の支援 

事業者が本市で事業活動するメリットや魅力について情報を収集・発掘するほか、商工会・

金融機関等と連携し、市内で継続して事業活動ができるよう、情報収集や相談体制の充実に

努めるとともに、後継者や若手経営者の育成を支援する。 

○中小企業への支援 

中小企業の経営の安定を図るため、中小企業融資制度の利用促進や利子補給補助等を実施す

る。 

○都市農業振興の支援 

農業生産の安定化、効率化に向けた支援と農業を支える担い手の支援、農業に親しむ取組を

推進する。 

 

③ 人材の育成と支援 

・市内事業者の人材確保や就職を希望する市民へのきめ細かな支援の充実を図る。 

・保育需要に対応するため、保育事業に従事する人材の確保を図る。 

 

主な取組 

○地域での雇用の促進と支援 

朝霞地区雇用対策協議会等の関係機関と連携し、合同就職面接会の開催等を通じて、地域で

の雇用の促進に努めるほか、就職支援セミナーや就職支援相談を実施することにより、就職

を希望する人へのきめ細かな支援を図る。 

○保育事業に携わる人材の確保・資質向上 

多様な子どもの発達や学びの連続性に対応できるような質の高い保育を提供するため、保育

事業従事者に対する研修機会を拡充する。 

年齢や性別を問わず、保育事業従事者が継続的に働き続けられるよう、処遇の改善に努める。 
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（２）市民の仕事と生活の両立を実現するまちづくり 

労働意欲のある市民への支援を充実させ、勤労者が仕事と生活のバランスのとれた、暮らし

やすいまちを目指す。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・多様な働き方実践企業の市内認定数 現状値 18 社（H26） 目標値 23 社（H31） 

・待機児童数 現状値 47 人（H26）  目標値 0 人（H31） 

・放課後児童クラブ入所保留者数 現状値 141 人（H26） 目標値 0 人（H31） 

 

① 勤労者支援の充実 

・勤労者である市民が身近な場所で相談が受けられる環境の充実を図る。 

・労働に関する基本的事項の周知と啓発活動及び相談活動の充実を図る。 

 

主な取組 

○勤労者の働きやすい環境づくりの推進 

労働や雇用問題、社会保険等について、社会保険労務士による相談事業を実施するほか、国

や県の関係機関と連携し、各種相談事業の周知を図る。 

○労働関係法令の啓発と相談事業の周知 

雇用形態にかかわらず、市民が労働関係法令を遵守し、ワークライフケアバランスがとれた

環境の下で働くことができるよう、関係機関と連携し、市民及び経営者に対して、労働関係

法令や相談事業について周知する。 

○シルバー人材センターの支援 

働く意欲のある高齢者の就業の場を確保するため、働く意欲のある高齢者の能力や経験を活

用できる就業の場を確保する事業を実施する公益社団法人朝霞地区シルバー人材センターの

運営を支援する。 

 

② 様々な保育需要に応じた環境づくり 

 

［基本目標３（２）で記載］ 
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４－２． 基本目標２「地域の特色を活かした選ばれるまちづくり」 

 

■現状と課題 

・通勤の状況を見ると、市外への通勤が過半数を占めており（参照：21 ページ図 28）、中でも

東京都・特別区への通勤が最も多い。市民アンケートでも、本市に住むことを決めた理由の第

1 位が「通勤・通学に便利である」となっている（参照：56 ページ参考 1）。 

・男女とも 30 代後半で転出数が増える傾向が見られるほか、10 歳未満は転出超過となってお

り、子育て世帯が、子どもの就学や住宅取得のタイミングで転出するケースが多いと考えられ

る（参照：9～11 ページ図 10～図 12 出典：総務省「国勢調査」  注）各年 10 月１日時

点の集計値図 12）。 

・市内に鉄道が 2 路線（東武東上線・ＪＲ武蔵野線）あり、鉄道交通の利便性が高いという強み

がある。 

・陸上自衛隊朝霞駐屯地が平成 32（2020）年の東京オリンピック・パラリンピックの競技会

場として予定されており、国内外から多くの集客が期待できる。このチャンスを生かし、本市

の魅力を市内外へＰＲしていくことで、本市の知名度の向上と市民の地域への誇り・愛着の醸

成を図ることが可能となると考えられる。 

 

■目標 

多くの人に転居の際に居住先として朝霞市を選択していただけるようまちの魅力をＰＲし、

市民であることを誇れて、長く住み続けたいと思えるまちを目指す。 

 

数値目標 現状値 目標値（H31） 備考 

これからも朝霞市に住み続けたい

と考えている市民の割合の向上 
84.8% 

（H25） 
90% 

市民意識調査における「ずっ

と住み続けたい 41.5%」、「当

分は住み続けたい 43.3%」の

回答割合を向上させる（参

照：63 ページ参考 8） 

朝霞市が好きと感じている青少年

の割合の向上 

81.9% 

（H25） 
85% 

青少年アンケートにおける

「好き 38.5%」、「まあ好き

43.4%」の回答割合を向上さ

せる（参照：64 ページ参考

9） 
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（１）朝霞市の魅力の再発見と活用による、特色あるまちづくり 

交通、自然、環境等、本市の特色である「住みやすさ」を強化するため、利便性の高い鉄道

交通の強みを発揮できるよう、多様な市内交通環境の充実を図るとともに、魅力ある居住環境

を整備し、地域の特色を明確にする。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・市内循環バス利用者数 現状値 382,061 人（H26） 目標値 407,000 人（H31） 

・歩道整備延長（累計値） 現状値 76,191ｍ（H26） 目標値 76,790ｍ（H31） 

・公園・緑地管理ボランティア団体数 現状値 17 団体（H26） 目標値 19 団体（H31） 

 

① 利便性の高い鉄道交通の強みを強化する市内交通環境の向上 

・自宅から駅までの市内交通環境の向上を図り、本市の強みである鉄道交通の利便性をフォロ

ーする。 

・本市の顔である駅前空間の魅力を高め、駅を降りた人が“まち”についてもっと知りたい、

住んでみたいと思えるまちづくりを進める。 

 

主な取組 

○朝霞駅南口駅前通りアメニティーロード化 

誰もが安心・快適に買い物ができるように歩行者空間を確保し、魅力ある駅前通り整備を図

る。 

○市内循環バスの運営 

通勤・通学の利便性の向上、公共施設の利用促進、路線バスが運行されていない地域の交通

手段を確保するため、市内循環バスを委託により運行する。 

また、残された公共交通空白地区についても、その解消に、引き続き取り組んでいく。 

○自転車駐車場の管理・運営 

駅周辺に整備した自転車駐車場等を市民が快適に利用できるよう適正に管理運営を行う。 

○歩行者空間の整備 

誰もが安心して移動できるような道路交通環境の整備を目指し、やさしさに配慮した拡幅予定路

線の歩道整備に積極的に取り組む。歩道整備が困難な箇所は路面標示等の安全対策を行う。 

○都市計画道路の整備 

都市計画道路や市内幹線道路について、市計画道路の必要性や構造の適正さについて検証を行う

とともに、歩行者の安全性を確保するため、歩車道の分離等の整備を進める。 
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② 魅力ある居住環境の整備 

・朝霞市のシンボルとなっている黒目川について市民により親しまれる河川環境づくりを推進

することで、うるおいのある生活スタイルを提案し定住促進を図る。 

・基地跡地を始めとして、身近な場所に子どもたちが自由に遊べる公園を整備することで、定

住促進を図る。 

・家族で買物を楽しめる場所が市内には少ないと感じ市外で買物をする市民が多く、また駅周

辺等で商店が減少していることから、地域の活力を支える「おしゃれでにぎわいのあるまち

づくり」を進める。 

・本市の自然環境や歴史的・文化的な資源を活かし、快適で活力ある住宅都市としての魅力を

高めて発信することで、より多くの人々が住み続けたい、訪れたいと感じるまちを目指す。 

 

主な取組 

○基地跡地公園・シンボルロードの整備 

基地跡地利用計画の見直し結果に基づき、整備基本計画を見直す。跡地整備の先行プロジェ

クトとして、シンボルロード整備に着手する。また、公園は、当面は暫定的な開放とし、い

くつかの段階を経た整備を検討する。 

○黒目川桜並木の管理 

多くの市民に親しまれている黒目川について、遊歩道の整備、周辺環境に調和した植栽等を

市民と協働して管理を行い、魅力ある水辺空間づくりに努める。 

○緑化の推進 

武蔵野台地の崖線に残存する斜面林等は、公有地化を検討し、条例に基づく保護地区・樹木

の指定や生け垣設置補助等の制度を活用して緑地の保全と緑化の推進に努める。 

○公園の整備と維持管理 

土地利用を勘案し、位置や規模、目的に応じて公園を計画・配置し、整備する。また、長寿

命化計画に基づき、施設の適切な維持管理に努める。 

○花と緑のまちづくり 

市民と協働で駅前広場や道路に花を植え、うるおいのあるまちづくりに努めるとともに、街

路樹の植込み等の管理を適切に行う。 

○児童遊園地の管理と改修 

児童遊園地の遊戯施設、休養施設、修景施設、運動施設等の改修工事を行い、市民が公園を

活用しやすくする。 

○景観まちづくりの推進 

本市の景観計画の周知を図るとともに、景観づくりの推進に向けて景観審議会の運営、景観

協議会の設立等を行い良好な景観形成を進める。 

○都市計画の適正な運営 

都市計画マスタープランのまちづくりの将来像の実現に向け計画を推進するとともに、都市

計画審議会の開催等により都市計画の総務管理を執行する。 
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（２）ふるさと意識の醸成 

市民が幅広く参加できる行事を定期的に行い、地域の一体感、団結力を感じることができる

まちづくりを進めるとともに、地域固有の歴史・文化を伝え広めることで、市への愛着、ふる

さと意識の醸成を図る。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・地域イベント参加者数 現状値 755,000 人（H26） 目標値 770,000 人（H31） 

・博物館入館者数 現状値 48,605 人（H26） 目標値 53,200 人（H31） 

・旧高橋家住宅来園者数 現状値 11,186 人（H26） 目標値 11,760 人（H31） 

 

① 地域イベントの活性化による住民間の交流促進 

・朝霞市を代表する四季のイベント（黒目川花まつり、彩夏祭、朝霞アートマルシェ、北朝霞

どんぶり王選手権）の拡大・活性化を図り、住民間の交流を促進する。 

 

主な取組 

○黒目川花まつりの支援 

川のせせらぎが聞こえ、人々の憩いの場所である黒目川周辺で、市民が自然に親しむことが

できる「黒目川花まつり」の開催を支援し、桜の花が見頃を迎える頃の春を代表する地域イ

ベントとして定着を図る。 

○彩夏祭の支援 

市民団体の協力により開催されている朝霞市民まつり｢彩夏祭｣の開催を支援し、シンボル的

な夏を代表とする地域イベントとして市民意識の醸成を図る。 

○朝霞アートマルシェの支援 

東武東上線朝霞駅南口及び東口駅前広場において、街中で身近に音楽や芸術に触れられる「朝

霞アートマルシェ」の開催を支援し、秋を代表する地域イベントへの成長を図るとともに、

朝霞市を「アートのまち」としての魅力を高める。 

○北朝霞どんぶり王選手権の支援 

冬を代表する地域イベントとして「北朝霞どんぶり王選手権」の開催を支援し、北朝霞駅周

辺の活性化を図るとともに、市内外への発信できる魅力づくりに努める。 
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② 魅力ある歴史に触れられる機会の充実 

・地域の歴史と文化、伝統に触れることで、文化財が市民共有の財産であるという意識を醸成

する。 

 

主な取組 

○博物館の整備とサービスの充実 

郷土の歴史を語る様々な文化財を収集・保存し活用を図り、博学連携事業を始めとした各種

事業を展開することで、朝霞の歴史に親しみを持ってもらうことを目指す。 

○旧高橋家住宅の保護と活用 

国指定重要文化財旧高橋家住宅の保護・活用を通じて、朝霞の貴重な文化財が市民共有の財

産であるという意識の醸成を目指す。 

○小学生を対象とした郷土学習の充実 

体験学習や文化財を用いた授業等、本市の歴史や文化に理解を深め、ふるさと意識を醸成す

る。 
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（３）朝霞市の魅力を発信するシティプロモーション 

朝霞市の魅力と、一体感のある地域性を市内外へ積極的に情報発信することで、対外的には

朝霞市への知名度の向上を図り、市民に対しては朝霞に住んでいることを誇れるようなまちづ

くりを進める。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・朝霞市フェイスブックページのファンの数 現状値 842（H26） 目標値 2,000（H31） 

※ファンの数：朝霞市フェイスブックページを「いいね！」と言っている登録者の数 

 

① まちの情報の発信力の強化・充実 

・まちに関する情報が必要な人に情報を確実に提供するため、情報発信方法の拡大と充実を図

る。 

・平成 32（2020）年の東京オリンピック・パラリンピックの競技開催地となる機会をとら

え、市内外に向けて本市の良さをＰＲする。 

 

主な取組 

○市制施行 50 周年や東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けたシティプロモーショ

ンの展開 

市制施行 50 周年や東京オリンピック・パラリンピックの競技開催地の強みを生かし、動画

の制作や市をＰＲするホームページの作成等、全国に朝霞市のシティプロモーションを展開

する。 

○シティ・セールス朝霞ブランドの育成 

シティ・セールス朝霞ブランドとして認定した地域資源の市内外への周知と市のイメージ向

上及び郷土意識の醸成のためのブランドを活用した事業展開を図る。 

○シティ・セールス朝霞ブランドの育成・発掘 

シティ・セールス朝霞ブランドとして認定できるような地域資源を発掘するとともに、認定

した地域資源の市内外への周知と市のイメージ向上及び郷土意識の醸成のためのブランドを

活用した事業展開を図る。 
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４－３． 基本目標３「子どもを生み・育てやすいまちづくり」 

 

■現状と課題 

・本市は、今後もしばらく人口増加が続く（参照：24 ページ図 30）。 

・本市の人口増加は、15～24 歳のこれから出産を迎える世代の社会移動が大幅に転入超過とな

っていることに起因すると考えられる（参照：9～11 ページ図 10～図 12 出典：総務省「国

勢調査」  注）各年 10 月１日時点の集計値図 12）。 

・出生数に着目すると、近年は減少傾向にあり、平成 21（2009）年を境に 1,400 人／年を下

回っている（参照：5 ページ図 5“Ｈ25（2013）”は平成 24（2012）年 4 月 1 日から平

成 25（2013）年 3 月 31 日までの集計図 5）。合計特殊出生率は 1.3～1.5 で変動しており、

埼玉県平均を上回っているが、全国平均程度であり高い値ではない（参照：8 ページ図 8）。 

・本市が将来にわたり、最適な人口構成を維持していくためには、出生数を維持・向上させると

ともに、転出超過となっている子育て世代の転出に歯止めをかけることが課題である。 

 

■目標 

子育てにかかる様々なニーズに応じた環境づくりを地域との連携により実現するとともに、

子どもたちが通いたいと思える魅力ある学校教育を推進することで、子どもを生み・育てたい

と思えるまちを目指す。 

 

数値目標 現状値 目標値（H31） 備考 

合計特殊出生率の維持・向上 

1.45 

（H22～H26

の平均値） 

1.50 

（H27～H31

の平均値） 

1.35～1.5で変動する状況を安

定させ、近年の上昇傾向を維持

する（参照：8 ページ図 8） 

就学前後 0～9 歳の純移動数

の向上 

－100 人 

（H24～H26

の平均値） 

0 人 

（H29～H31 

の平均値） 

子育て世帯の転出超過の状況に

歯止めをかけ、0～9 歳の純移動

（転入―転出）を好転させる（参

照：16 ページ図 20 出典：総務

省統計局「住民基本台帳人口移

動報告」 

注）平成 25（2013）年 1 月 1

日から12月31日まで図20）。 

男女計-125 人（H24）、-136

人（H25）、-38 人（H26）。 
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（１）妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制の構築 

妊娠・出産・子育てにわたる切れ目のない支援体制を構築し、子育て世帯の孤立を防ぐ。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・専門職が面談する妊婦の人数 現状値 55 人（H26） 目標値 1,500 人（H31） 

・こども医療費助成制度における、対象こども１人当たりの年間受診件数（年間延べ支給

件数／対象児童数） 現状値 1.22 件（H26） 目標値 1.22 件（H31） 

 

① 妊娠・出産包括支援体制の構築 

・妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対応するため、従来の母子保健と合わせ、

妊娠・出産包括支援体制を構築する。 

 

主な取組 

○子育て世代包括支援センターの設置 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応する

ため、「子育て世代包括支援センター」の開設を目指す。 

○母子健康手帳の交付 

母子健康手帳の交付は、子育てのスタートであり、妊婦が母子保健サービスや適切な支援に

つながる重要な機会であることから、「子育て世代包括支援センター」の開設と合わせ、全て

の妊婦に対して、保健師等の専門職が交付することを目指す。 

○母子に関する教育・訪問・相談 

妊産婦及び乳幼児に対し、育児や健康に関する相談を訪問や面接で実施することや、妊娠、

出産、育児についての正しい知識や技術の習得のための教室を実施することで健康の保持増

進を図る。 

○妊婦・乳幼児の健康診査 

妊婦及び乳幼児が適切な時期に必要な健康診査を実施することで健康の保持増進を図る。 

○産前・産後のサポート 

家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消を図るため、妊産婦等に対する助産師等の専門家に

よる相談支援である「産前・産後サポート事業」の開始を目指す。 

○産後ケアの実施 

退院直後の母子に対して、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援である「産後ケ

ア事業」の開始を目指す。 
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② 子どもたちが健やかに育つ環境の整備充実 

・児童虐待の防止等、子どもの命や権利が保護されるための支援体制を推進する。 

・地域における子どもの居場所づくりとして、児童館等の整備充実を図る。 

 

主な取組 

○児童相談の充実 

児童虐待の防止等、子どもの命や権利が守られ、全ての子どもが安心して健やかに育つよう、

要保護児童対策や子どもの人権啓発を推進する。 

○児童館の管理運営 

地域における子どもの居場所づくりを進めるとともに、児童館等の整備充実を図る。 

 

③ 青少年の健全育成の充実 

・青少年の健全育成に対する市民の意識を高めるためのきっかけづくりを推進する。 

・関係団体、学校、企業等、地域全体で青少年健全育成の体制づくりを推進する。 

 

主な取組 

○青少年の健全育成に関する普及啓発 

関係団体の協力のもと、青少年の健全育成に関する啓発を街頭で行なうとともに、地域全体

で子どもたちを犯罪から守るため、青少年を守り育成する家制度の普及促進を目指す。 

 

④ 子育て家庭を支えるための環境の整備充実 

・全ての家庭が安心して子育てができるように、相談体制の充実を図る。 

・子育て家庭の経済的負担の軽減や子どもの保健の向上と福祉の増進を図る。 

 

主な取組 

○家庭児童相談の充実 

家庭児童相談員が定期的に保育園や児童館に出向き、子どもの養育や子どもに関する相談事

業の充実を図る。 

○こども医療費の助成 

子どもに対する医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図

る。  
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（２）様々な保育需要に応じた環境づくり 

子育て世帯を支援するとともに、様々な保育需要に応じた環境づくりに努める。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・待機児童数（再掲） 現状値 47 人（H26） 目標値 0 人（H31） 

・放課後児童クラブ入所保留者数（再掲） 現状値141人（H26） 目標値 0人（H31） 

 

① 幼児期の教育・保育サービスの充実 

・待機児童を解消するため、保育園、小規模保育施設等の拡充を図る。 

・就学前に教育を受ける機会を提供するため、幼稚園の利用促進を図る。 

 

主な取組 

○保育園等の整備 

仕事や疾病等で、家庭において子どもを保育できない場合に、保護者に代わって保育園や小

規模保育事業での保育を行う。また、待機児童解消のため、保育施設の整備を進める。 

○私立幼稚園就園等への助成 

私立幼稚園に就園する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保育料の補助を行う。 

 

② 放課後児童クラブの拡充 

・放課後児童クラブの入所保留者を解消するために、放課後児童クラブの拡充を図る。 

 

主な取組 

○放課後児童クラブの整備 

仕事等で昼間、保護者のいない子どもを対象に、主に放課後、安全で楽しく過ごせるよう保

育を行う。また、入所保留者解消のため、既存の放課後児童クラブの定員拡充を図るととも

に、教室や民間事業者の活用等を検討する。 
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③ ライフスタイルに応じた子育て支援の充実 

・多様化する保育ニーズに対応するために、幼稚園や保育園の協力もと、保育時間の延長や休

日保育の拡充を図る。 

・保護者の急病等突発的な保育ニーズに対応するため、一時保育事業や、病児保育事業の提供

体制の確保に努める。 

 

主な取組 

○延長保育体制の拡充 

保護者の就労形態の多様化に対応するため、通常の開所時間を超えて保育の提供体制の確保

に努める。 

○休日保育体制の拡充 

日曜、祝日等に保育園において保育を行うため、提供体制の確保に努める。 

○一時保育体制の拡充 

保護者の病気等の理由により一時的に保育を行うため、提供体制の確保に努める。 

○病児保育体制の拡充 

疾病時及び回復期にある児童で、保護者の仕事等の理由により家庭で保育されることが困難

な場合に一時的に保育を行うため、提供体制の確保に努める。 
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（３）魅力ある教育の推進 

子育て世帯の定住化のため、魅力ある教育を推進する。とりわけ、児童生徒の学力向上のた

め、望ましい生活習慣の定着及び人間性の形成・人間関係づくりによる心身の健全育成を図る。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・朝食摂取率 現状値 99.0%（H26）  目標値 100%（H31） 

・全国平均を上回る平均正答率の数 現状値「全項目」（H26） 目標値「全項目」（H31） 

※平均正答率：全国学力・学習状況調査における平均正答率 

 

① 朝霞の次代を担う人材の育成 

・外部人材を積極的に活用することで地域を巻き込んだ学校づくりを目指す。 

・関係諸機関との連携を強化しながら児童生徒を見守る体制を整備する。 

 

主な取組 

○教育相談活動の充実 

カウンセラーや関係機関との連携を強化しながら組織的対応を推進する。 

学校応援団や関係機関との連携を強化し児童生徒の健全育成に努める。 

○健康教育の推進 

啓発リーフレットを配布し家庭と連携しながら朝食摂取率を向上させる。 

○保・幼・小連携の推進 

幼児教育振興協議会の活動を中心に小１プロブレムの解消を図る。 

※小１プロブレム：小学校に入学したばかりの小学校１年生が「集団行動がとれない」、「授

業中に座っていられない」、「話を聞かない」などの状態が長期間継続する状態。 

 

② 確かな学力と自立する力の育成 

・地域人材を積極的に導入することで多様な学習活動を実施し生きる力をはぐくむ。 

・学校ＩＣＴを活用し情報教育を展開するとともに、社会の変化に対応し、環境教育やボラン

ティア・福祉教育の推進に努める。 

 

主な取組 

○学力向上に向けた取組 

地域人材を活用し少人数指導を拡充するなど学力向上に努める。 

○国際理解教育の推進 

児童生徒が支障なく日常生活を送れるよう日本語指導支援員を配置する。 

○学校ＩＣＴの環境整備 

学校ＩＣＴの環境整備に取り組み、教育活動の効率化を推進する。 

○福祉教育の積極的な展開 

地域人材の積極的活用により体験活動を展開し、福祉教育の充実を図る。  
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③ 質の高い教育を支える教育環境の整備充実 

・研修の幅を広げることで一層の教職員の資質向上を実現する。 

・アクティブラーニングの実践にむけた施設・設備の充実を図る。 

・アクティブラーニングの実践にむけ、タブレット型コンピュータや電子黒板など、ＩＣＴ機

器の整備を進めるとともに、体験学習の充実を図る。 

 

主な取組 

○教職員の資質向上に向けた研修の展開 

外部講師による研修会を積極的に展開し、教職員の資質向上を目指す。 

○安全安心な学校づくり 

地域人材を積極活用し、地域ぐるみで安全・安心な学校づくりを進める。 

○充実した教育環境の整備 

施設・設備や学校図書館の整備を進め、充実した教育環境を提供する。 

 

④ 学校・家庭・地域が連携した教育の推進 

・地域との連携を強化し学校の内外を問わず子どもを見守り育てるまちづくりを目指す。 

・家庭を巻き込んだ教育活動を展開し、子育てについての保護者の意識高揚を目指す。 

 

主な取組 

○学校応援団活動の活性化 

外部講師を活用することで授業における体験活動の充実を図る。 

○家庭・地域と連携した取組の推進 

小中連携やふれあい推進事業を充実させ地域の教育力の向上を図る。 
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４－４． 基本目標４「地域の人がつながり、支え合える安全・安心のまちづくり」 

 

■現状と課題 

・本市の生産年齢人口は、平成 17（2005）年を除いて、総人口同様に増加傾向を維持してい

るが、高齢化は着実に進展し、平成 22（2010）年には年少人口の数を上回り、人口構造は

変化しつつある（参照：4 ページ図 3、図 4）。 

・特に、近年の高齢化の速さは著しく、平成 12（2000）年の値を 100 とした場合、平成 22

（2010）年の高齢夫婦世帯が 175.1、単身の高齢者世帯が 200.8 と増加し、いずれも全国

平均の値を上回っている（参照：16 ページ表 2）。 

・市民意識調査によれば、地域活動への参加状況として、積極的に参加している人は 1 割前後に

とどまっている。また、近所づきあいについても、5 割が「あいさつをする程度」、1 割が「近

所づきあいをしていない」結果となっており、地域コミュニティの希薄化が読み取れる（参照：

62 ページ参考 7）。 

・地域防災力を向上させるため、地域における自助・共助の役割を担う自主防災組織の組織化の

促進を図る必要がある。また、災害応援協定の実効性を高めるため、相手自治体との交流を深

める必要がある。 

 

■目標 

年齢や障害の有無、国籍等に関係なく、みんなが交流し、支え、助け合う、安全・安心な地

域づくりを進める。また、増加することが想定される高齢者の医療費や介護ニーズへ対応する

とともに、高齢者の健康づくりや地域活動への参加のサポートなど、地域コミュニティを活性

化することで、人と人がつながり、生きがいを持って安心して暮らし続けられるまちを目指す。 

 

数値目標 現状値 目標値（H31） 備考 

近所づきあいがある市民の割合の

向上 

37.1% 

（H25） 
45% 

市民意識調査における「日頃

からつきあいがある

12.9%」、「会えば立ち話を

する 24.2%」の回答割合を

向上させる（参照：62 ペー

ジ参考 7） 

生きがいをもっている高齢者（65

歳以上）の割合の向上 

78.3% 

（H26） 
81% 

高齢者福祉計画の調査で 90

歳以上の方の 80.8%は「生

きがいがある」と回答してい

ることから、65 歳以上の高

齢者全体がこの割合に到達

することを目指す。 
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（１）人と人がつながり、健康で一人一人が自分の生きがいを持てる地域づくり 

地域において、人と人がつながり、健康で一人一人が自分の生きがいを持つことができるよ

う、文化・スポーツ活動や社会貢献活動を支援する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・文化祭参加者数  現状値 15,524 人（H26）目標値 18,500 人（H31） 

・市民体育祭参加者数 現状値 9,900 人（H26） 目標値 10,000 人（H31） 

・健康寿命（男性） 現状値 16.94 年（H26） 目標値 17.5 年（H31） 

・健康寿命（女性） 現状値 20.07 年（H26） 目標値 20.4 年（H31） 

・市民活動団体数 現状値 398 団体（H26） 目標値 466 団体（H31） 

※健康寿命：65 歳に達した人が「要介護 2 以上」になるまでの、自立して健康に生きられる年数 

 

① 健康・生きがいづくりの支援 

・スポーツ・レクリエーション、文化、生涯学習活動等、新たな自主活動や交流の場、機会の

創出を支援する。 

・介護予防の理解促進に努めるとともに、高齢者の体操教室や講習会等を実施し、高齢者の健

康施策を推進する。 

・市内事業者との連携を推進し、シルバー人材センターの充実を支援するとともに高齢者の就

労機会の確保を図る。 

 

主な取組 

○芸術文化の振興 

朝霞市文化祭を開催し、芸術文化の振興を図る。 

○スポーツ団体等への支援 

市民体育祭等を開催し、スポーツ・レクリエーションの振興を図る。 

○生きがいづくり・活動の支援 

高齢者が生きがいを持ち、健康的に過ごせるよう、介護予防講習会等を行い、高齢者の健康

意識向上を推進する。 

老人クラブの活動を支援するとともに、浜崎及び溝沼老人福祉センター事業の充実を図る。 

○シルバー人材センターの支援 

働く意欲のある高齢者の就業の場を確保するため、公益社団法人朝霞地区シルバー人材セン

ターの運営を支援し、高齢者の能力や経験を活用できる就業の場を確保する。 

 

  



51 

② 市民活動・社会貢献活動の推進 

・NPO などの市民活動団体を育成するとともに、市民による社会貢献活動を支援する。 

 

主な取組 

○市民活動団体の育成支援 

市民活動支援ステーション・シニア活動センターにおいて、市民活動団体の運営や活動等に

役立つ機器や備品を整備するとともに、利用しやすい施設の維持管理をすることで、市民活

動の一層の活性化を図る。 
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（２）様々な人々が相互に支えあうまちづくり 

子どもから、高齢者、障害のある人、外国人まで、様々な人を受け入れることができ、相互

に支え、助け合うことができる地域づくりを進める。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・多世代が交流できる機会 現状値 0 回（H26） 目標値 5 回（H31） 

・自治会･町内会加入率 現状値 47.1%（H26） 目標値 48.0%（H31） 

 

① 多世代・多文化交流の促進 

・地域が、子どもから、高齢者、障害のある人、外国人まで、様々に受け入れることができる

よう、新たな自主活動や交流の場、機会を創出する。 

・多言語で情報を発信するとともに、異なる文化や習慣への偏見をなくし、相互理解を促進す

る。 

 

主な取組 

○交流機会の創設 

・多世代の人たちが交流できるよう、交流の機会がもてる施設やコミュニティを整備する。 

○多文化共生の推進 

・多言語で情報を発信する。また、多文化推進サポーターを募集し、活動の場をマネジメント

する。 

 

② コミュニティ活動の活性化 

・市民が相互に連携し、主体的にまちづくりに参加するように意識高揚を図るとともに、自治

会・町内会及びコミュニティ関係団体の活動を支援する。 

・市民相互の支え合い、見守り活動などのコミュニティ意識の醸成を図る。 

 

主な取組 

○町内会・自治会の活動支援 

地域住民の連携や協力の意識が高まるよう、地域コミュニティの基本組織である自治会･町内

会の活動の活性化を支援する。 

○コミュニティ活動の推進 

市民が相互に連携し、主体的にまちづくりに参加するように意識高揚を図るとともに、コミ

ュニティ関係団体の活動を支援する。 

○彩夏祭開催の支援（再掲） 

コミュニティ活動の推進を図るため、イベントの継続開催を支援する。 
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③ 公共施設及びインフラの戦略的なマネジメントの推進 

・地域における人と人とがつながり、活動する場の一つである公共施設について、時代のニー

ズに合った施設の構成及び運営の在り方等を検討するとともに、財政的に持続可能な施設数

に統廃合及び集約する等、戦略的な公共施設のマネジメントを推進する。 

 

主な取組 

○公共施設等総合管理計画の策定及び進行管理 

公共施設等総合管理計画を策定するとともに、当該計画の進行管理を適切に実施し、公共施

設及びインフラの戦略的なマネジメントを推進する。 
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（３）地域防災の連携を図り、災害に対応できるまちづくり 

効果的な防災活動を行えるよう、自主防災組織の活動を支援する。また、遠隔地の市町村と

締結した災害時相互応援協定について、協定の実効性を高めるために、平常時から互いの顔が

見えるような交流活動を行う。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

・自主防災組織の組織率 現状値 79.9%（H26） 目標値 85.0%（H31） 

・災害時相互応援協定先との交流回数  現状値 年 1 回（H26） 目標値 年 3 回（H31） 

 

① 地域防災の連携 

・地域における人々が、相互に支え、助け合い、安心して地域で暮らせるよう、自主防災組織

の結成を促進する。 

・災害以外の連携も含めて、災害時相互応援協定締結先との交流を深めることによって、協定

の実効性を高める。 

 

主な取組 

○防災啓発活動の推進 

地域コミュニティの一環として、自主防災組織を結成し、訓練等を行うことによって、災害

時等における被害を最小限にする。 

○防災対策の拡充 

災害時の応援協力を要請できるよう、近隣又は遠隔地の市町村と相互応援協定を締結する。 

○地域間・都市間交流の推進 

より豊かな地域文化を育みながら、地域間・都市間の交流を推進し、市独自の文化に対する

誇りを醸成する。 
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５． 参考資料 
 

本市の現状と課題を整理するに当たって、人口ビジョンだけでなく、本市で実施した下記の３

つの意識調査、アンケートのデータを用いている。ここでは、各基本目標の現状と課題における

参照先を抜粋した形で掲載する。 

 

１．朝霞市定住・子育てに関する意識調査 

就学前の子どもを持つファミリー世帯が転出しているという傾向があることから、定住・子育

てに関する意識、ニーズを把握するため、子育て世帯を対象に意識調査を実施した。 

調査対象 （1）朝霞市内の幼稚園（8 園）5 歳児クラスの保護者 

（2）朝霞市内の保育園（29 園）5 歳児クラスの保護者 

調査方法 幼稚園及び保育園へ配布、郵送回収 

調査期間 平成 27 年 7 月 14 日火曜日から各園依頼 

平成 27 年 7 月 29 日水曜日までに投函 

回収結果 ・配布数 1,183 票（内訳：幼稚園 744 票、保育園 439 票） 

・有効回収数 502 票（有効効回収率 42.4%） 

 

２．朝霞市転入・転出意識調査 

転入及び転出に関する意識、ニーズを把握するため、転入者及び転出者を対象に意識調査を実

施した。 

調査対象 （1）転入者（調査期間中に朝霞市に転入する世帯）112 世帯 

（2）転出者（調査期間中に朝霞市から転出する世帯）84 世帯 

調査方法 総合窓口課の窓口で転入（転出）手続きを行う方に配布、回収 

調査期間 平成 27 年 7 月 15 日から平成 27 年 8 月 14 日まで 

回収結果 ・転入 112 世帯 

・転出 84 世帯 

 

3．朝霞市市民意識調査、青少年アンケート 

「第 5 次朝霞市総合計画」を策定する際の基礎資料として活用するために、市民意識調査、青

少年アンケートを行った。 

調査対象 市内居住の18歳以上の男女（平成25年4 月1 日時点での満年齢） 

対象者数 3,000人 

抽出方法 住民基本台帳（平成25年10月 1日現在）から無作為抽出 

調査方法 郵送配布、郵送回収 

調査期間 平成 25 年 10 月 15 日送付、平成 25 年 11 月 5 日締切 

回収結果 ・標本数 2,975票（宛先不明（25票）を含む総発送数は3,000票） 

・有効回収数 943 票（有効回収率 31.7%） 
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参考 1 

 

問） 引越しに際して、どのような「理由」で本市を選びましたか。（最大３つまで選択） 

「生まれたときから住んでいる」方は、居住場所としての朝霞市のよいところを選んでくださ

い。 

 

【全体の回答傾向】 

・本市を選んだ理由については、「通勤・通学に便利である 65.5％」が最も多く、次いで「家族・

親類が本市に住んでいる27.7％」、「住宅価格（家賃）や広さ、設備等の住宅環境がよい27.3％」、

「広域的な公共交通の利便性が高い 22.8％」、「自然環境がよい 16.0％」となっている。 

・「その他 7.8％」として、「実家が近隣（他市）に住んでいる」「以前住んでいたことがある」「家

を買う時に紹介されたのが朝霞だったから」などの意見があった。 

 
 

出典：朝霞市定住・子育てに関する意識調査（平成 27 年 9 月、8 ページ問 10） 
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参考 2 

 

問） 本市で子どもを育ててよかった点は何ですか。また、今後改善されるとよい点は何ですか。

（それぞれ最大３つまで選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・子どもを生み・育てやすくするための取組については、「子育てや教育への経済的支援 62.5％」

が最も多く、次いで「子どもを安心して預けられる保育サービスの充実 49.3％」、「子どもが安

全安心に過ごせる居場所づくりやまちづくり 32.7％」、「男女ともに子育てしやすい職場の制

度・環境整備の支援 31.3％」となっている。 

 
 

【子育て状況別回答傾向】 

・子どもを生み・育てやすくするための重要な取組みを子育て状況別に見ると、就学前の子ども

のみの方、就学後の子どもがいる方、いずれも「子育てや教育への経済的支援」の割合が高く

なっているが、「子どもを安心して預けられる保育サービスの充実」「男女ともに子育てしやす

い職場の制度・環境整備の支援」は就学前の子どものみの方のポイントが上回っており、一方、

「子どもが安全安心に過ごせる居場所づくりやまちづくり」は就学後の子どもがいる方のポイ

ントが上回っている。 

 
 

出典：朝霞市定住・子育てに関する意識調査（平成 27 年 9 月、25 ページ問 20）  
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参考 3 

 

問）本市で子どもを育ててよかった点は何ですか。また、今後改善されるとよい点は何ですか。

（それぞれ最大３つまで選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・よかった点は、「医療・母子保健サービスの充実度 36.9％」が最も多く、次いで「自然環境の

豊かさ 32.5％」、「遊び場やスポーツ施設の充実度 28.1％」、「保育所等の充実度 19.6％」と

なっている。 

・改善すべき点は、「市の子育てに係る経済的支援の充実度 31.9％」が最も多く、次いで「放課

後児童クラブ等の充実度31.3％」、「道路通行等の安全度29.7％」、「保育所等の充実度27.9％」

となっている。 

 

【よかった点】 

 
【改善点】 

 
 

出典：朝霞市定住・子育てに関する意識調査（平成 27 年 9 月、26 ページ問 21）  
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参考 4 

 

問）子どもを持ったとき（子どもを育てながら）の理想の働き方は次のうちどれですか。 

 

【全体の回答傾向】 

・子どもを持ったとき（子どもを育てながら）の理想の働き方については、「家事・育児を優先し、

可能な範囲で、短時間就労する 40.7％」が最も多く、次いで「子どもが小さいうちは家事・育

児に専念する 21.8％」、「フルタイムで就労する 10.2％」となっている。 

 

 
 

 

出典：朝霞市定住・子育てに関する意識調査（平成 27 年 9 月、28 ページ問 22） 
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参考 5 

 

転入のきっかけと理由 

 

問）本市を居住地に決めた理由について。 

 

【全体の回答傾向】 

・本市を居住地に決めた理由については、「交通の利便性がよい 40.2％」が最も多く、「通勤・通

学時間の短縮 35.7％」と合わせて、他地域に行きやすいことが評価されている。 

・次いで、「住宅価格・家賃や広さ、設備等の住環境がよい 32.1％」が、「家族・親類が朝霞市に

住んでいる 17.9％」が多くなっている。 

・また、「日常の買い物に便利である 16.1％」も続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：朝霞市転入・転出意識調査報告書（平成 27 年 9 月、10 ページ） 
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参考 6 

 

転出のきっかけと理由 

 

問）本市から転出する理由について。 

 

【全体の回答傾向】 

・本市から転出する理由については、「通勤・通学時間が長い 22.6％」がと最も多くなっている。

なお、「その他」と「無回答」が多く、他の項目については回答が 7 件以下と少なくなってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：朝霞市転入・転出意識調査報告書（平成 27 年 9 月、20 ページ） 
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参考 7 

 

問）あなたは日頃、近所の方とどのようなおつきあいをしていますか。次の中から１つ選んで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜全体＞ 

近所との日頃の付き合いは、「会えばあいさつ程度はする 54.4%」が最も高く、続いて

「会えば立ち話をする 24.2%」、「日頃から助け合うなど親しくつきあっている 12.9%」

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市民意識調査、青少年アンケート（平成 26 年 2 月、19 ページ問 2） 
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参考 8 

 

問）あなたはこれからも朝霞市に住み続けたいと思いますか。次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜全体＞ 

朝霞市への定住意向は、「ずっと住み続けたい 41.5%」、「当分は住み続けたい 43.3%」

を合わせた“住み続けたい”割合が 84.8%となっている。一方、「出来れば市外に移りた

い 3.4%」、「すぐにでも市外に移りたい 0.8%」を合わせた“市外に移りたい”割合は 4.2%

となっている。 

 

 

出典：市民意識調査、青少年アンケート（平成 26 年 2 月、14 ページ問 1） 
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参考 9 

 

問）今、あなたは、「朝霞市」が好きですか。次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜全体＞ 

朝霞市が好きかどうかは、「好き 38.5%」、「まあ好き 43.4%」を合わせた“好き”の

割合が 81.9%となっている。一方、「あまり好きではない 7.1%」、「嫌い 0.5%」を合わ

せた、“嫌い”の割合が 7.6%となっている。 

＜年代別＞ 

年代別での特徴は見られない。 

 

＜経年比較＞ 

「好き」が平成 21 年と比較すると増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市民意識調査、青少年アンケート（平成 26 年 2 月、167 ページ問 2） 

※調査対象が異なるため、単純に比較できない。 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案） 

  （平成 27 年 12 月平成 28 年 1 月発行） 
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